
































 

 

例言 

 

 

１ 本計画は、平成２５～２８年度文化庁文化芸術振興費補助金（文化遺産を活かした地域活性化

事業）」、平成２９年度文化庁文化芸術振興費補助金（文化遺産総合活用推進事業）を活用して策

定した松本市歴史文化基本構想を平成３０年度に見直し、地域計画に必要な事項を追加し策定し

ました。 

 

２ 本計画の編集、執筆は松本市教育委員会文化財課が行いました。 

 

３ 本計画に掲載した画像は、特に出典等の記載がないものは、松本市教育委員会文化財課及び市

関係部局が撮影したもののほか、平成２５年度からの文化財調査にあたり各地区公民館や調査に

参加した皆さんから提供されたものです。 

 

４ 本計画の中で使用する「文化財」は、指定等文化財などに限定せず、地域にある「古い・新し

いは問わず、“地域の魅力となっているもの・後世に残したいもの」を幅広く表す語として用いま

す。特に、指定等文化財など狭義の意味での「文化財」を表す場合には、それぞれ具体的な名称

を用います。 

 

５ 国の指定文化財のうち、地域を定めないで指定されているもの（特別天然記念物ライチョウ

等）については、本文中の一覧表等に含めておりません。 
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序章 松本市文化財保存活用地域計画の策定に当たって 

１ 策定に至る経緯 

  豊かな文化財を擁する松本市は、平成１２年に市域全体を屋根のない博物館として捉える「松本

まるごと博物館構想」を策定しました。 

その後、地方自治体の文化財保存活用のマスタープランとして位置付けられる歴史文化基本構想

の策定に着手し、５年間の歳月をかけ、市内３５地区の地区公民館を拠点に多くの住民が自らの手

で自らの地域の文化財の悉皆
しっかい

調査を行い、１１，６３２件の文化財を抽出し、その中から関連する

ものを１６５件の関連文化財群としてまとめました。 

本市では、このような取組みを経て平成３０年３月に「松本市歴史文化基本構想」を策定しまし

たが、策定直後の平成３０年６月に文化財保護法が改正され、歴史文化基本構想で位置付けること

とされていた文化財の保存及び活用に関する基本的な方針等は文化財保存活用地域計画に移行し

て法定化されることになりました。 

その後、国から文化財保存活用地域計画に係る策定指針が示され、既に歴史文化基本構想を策定

している市町村については、指針で示された必要な事項を当該基本構想に追加することで、文化財

保存活用地域計画に移行できるとされたことから、「松本市歴史文化基本構想」を見直し、「松本市

文化財保存活用地域計画」として策定することとしました。 

 

  平成３１年２月２１日  松本市文化財保存活用地域計画の策定 

  令和 元年７月１９日  松本市文化財保存活用地域計画の認定 

  令和 ５年３月 １日  軽微な変更 

 

２ 計画期間 

  令和元年度（２０１９年度）～令和１０年度（２０２８年度）  
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第１章 松本市歴史文化基本構想・松本市文化財保存活用地域計画の策定について 

１ 策定の背景 

 ⑴ 連綿と受け継がれてきた教育を尊重する文化 

 松本市は、戦国時代末期に築かれた松本城1の城下町として形成され、発展してきました。そし

て現在まで市民とともに多くの文化財を残してきました。明治になり解体の危機に瀕した松本城天

守は、多くの市民により支えられ国宝に指定されています。「政治も文化も経済も人も、松本は城

を核にしてつながっている」2といわれるように、松本城は松本市民の誇りであり、心の拠りどこ

ろとなっています。 

「学都」を標榜する松本は、古く筑摩県の時代から教育を尊重する気風があり、明治９年 

（１８７６年）に建設費の約７割を地元住民が負担して建設された開智学校は、明治の代表的な擬

洋風建築として重要文化財に指定されています。 

開智学校は、松本における教育すべての源です。５歳以上の児童を保育する幼稚園、幼くして奉

公や芸妓修行のため就学できない児童の特別学級、視覚障害者のための盲人教育所、家庭が貧しく

子守のため学校に通えない児童を対象にした子守教育所などが設置されました。また社会教育にお

いても、図書館、博物館、美術館の前身は開智学校から始まっています。 

その後大正８年（１９１９年）には、全国で９番目の旧制高等学校である松本高等学校が開校し、

本館と講堂は重要文化財に指定されています。帝国大学への入学者に専門教育を授ける予科の役割

を持つ旧制高等学校からは、多くの優秀な学生たちが巣立ち、現在の「学びの森」の礎となりまし

た。 

市内にある松本少年刑務所には、全国の刑務所で唯一、刑務所の中に公立中学校があり、昭和 

３０年（１９５５年）に設置された松本市立旭町中学校桐分校には、様々な事情で学ぶことができ

ず入学を希望する受刑者が全国から移ってくるそうです。「すべての人に教育の機会を」という明

治時代からの教育の理念は連綿と受け継がれるとともに、教育を重んじる文化も継承されてきまし

た。 

  

⑵ 「健康寿命延伸都市・松本」と歴史文化を活かしたまちづくり 

松本市では、「健康寿命延伸都市・松本」を目指すべき将来の都市像として掲げており、平成２５

年（２０１３年）３月１４日に「健康寿命延伸都市」を宣言しました。「人」、「生活」、「地域」、「環

境」、「経済」、「教育・文化」の６つの健康づくりを目指し、市民の「心と体」の健康づくりと「暮

らし」の環境づくりを一体的に進めています。 

「人」が誇りを持ち、「生活」に潤いをもたらし、「地域」の魅力を増大させ、ものづくり産業や

観光振興などにより「経済」を活性化し、そして「教育・文化」の質を高める歴史や文化を活かし

たまちづくりは「健康寿命延伸都市・松本」を目指す上で核となる施策であると考えています。 

   しかし一方で、近年の社会環境の変化や少子高齢化に伴う人口減少などの影響を受けて、地域の

魅力である文化財の継承が困難になりつつある中で、未指定の文化財も価値を見出されないまま

失われつつあります。こうした状況を受けて、文化庁は地域の文化財をその周辺環境も含め社会全

体で保存活用していく歴史文化基本構想の策定を提唱しています。平成２９年（２０１７年）１２

                                                   
1  本文中での松本城の名称は、特に文化財として記述する場合は、「国宝 松本城天守」もしくは「史跡 松本城」とし、国

宝の天守及びその史跡の指定範囲を一体として記述する場合は、「松本城」としています。 
2 「仰ぎみる天守 国宝松本城物語 松本古城会会長 田中荘太さん」中日新聞 平成 22 年 1 月 10 日 
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月８日に出された文化審議会答申「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保

存と活用の在り方について（第１次答申）」では、歴史文化基本構想を具体的なアクションにつな

がるマスタープランとする「地域計画」としていくことを求め、平成３０年６月の文化財保護法改

正により、文化財保存活用地域計画として法定化されました。

 

２ 策定の目的 

松本市は、歴史文化が都市の魅力の重要な要素となっています。 

松本市では平成１２年（２０００年）に「松本まるごと博物館構想」を策定しました。この構想は、

自らが暮らす地域に愛着を感じ、誇りを持つことによって、松本らしい未来を創造することを理念と

しています。市内各地に豊かな文化財や多数の博物館施設を有する松本市は、市域全体を屋根のない

博物館として歴史や文化を活かしたまちづくりの具現化を進めてきました。「松本まるごと博物館構

想」と歴史文化基本構想の目的には共通性があります。 

  地域の歴史や文化は、それぞれ固有のものであり独自性を有しています。自らの地域の歴史や文 

化を尊重しないまちづくりは、市民の地域に対する誇りを失うことにつながり、地域が衰退してい 

くおそれがあります。 

歴史や文化を通して地域に愛着や誇りを持つことは、市民一人ひとりの人生を豊かにし、地域社 

会の連帯感を生み出します。自分たちのまちが好きになり、そして自分自身が好きになる。ここに暮

らしてきて良かったと思えるまち、ここに暮らしてみたいと思えるようなまちにしていきたいと考え

ています。 

地域と住民が密接に結び付いてきた松本市では、伝統的に公民館活動が盛んであり、市内３５地区

に専任職員を配置した公民館が設置されています。近年の社会状況の変化に対応し、平成２４年度か

ら地域の課題解決をサポートする地域づくりセンターを同じく３５地区に整備してきました。このよ

うに松本市は住民主体の地域づくりを市が支援する基盤を持っています。今後は、一層の歴史や文化

を活かしたまちづくりを進めるため、公民館や地域づくりセンターを基盤に市民が参加できる仕組み

をつくり、更に民間団体や企業との連携を強化するような営みを進める必要があります。 

一方で、外から見た松本市は、松本城や上高地に代表される魅力ある文化財を多数有する都市であ

り、毎年５００万人を超える観光客が訪れています。特に、近年では外国人観光客の比重が大きくなっ

ています。こうした状況を受けて、現在は国際観光都市としての整備を進めており、滞在型観光への

転換など観光の質を高める施策を検討しています。 

以上のように、市民が歴史や文化を通じて郷土に愛着と誇りを持つことができ、更に観光や産業と

いった経済振興につながる魅力あるまちづくりを進めるため、「松本まるごと博物館構想」の理念を

具現化し、松本市が目指す将来の都市像を実現すべく、松本市の文化財の保存活用のマスタープラン

として松本市歴史文化基本構想を策定しました。 

さらに、文化財保護法改正により、文化財の保存・活用を地域社会総がかりで総合的・計画的に進 

めるためのアクションプランとして文化財保存活用地域計画が法定化されました。本市においても

「松本市歴史文化基本構想」に位置付けた各種施策を実施していくため、「松本市文化財保存活用地

域計画」を作成するものです。 
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３ 松本市文化財保存活用地域計画の位置付けと今後の松本市の施策全体への反映 

松本市文化財保存活用地域計画は、松本市の文化財保存活用のマスタープランである松本市歴史文

化基本構想に基づくアクションプランであり、下記の先行する既存の計画や構想との整合性を図って

います。 

また、松本市の一層の歴史や文化を活かしたまちづくりを進めるため、本市が遂行する各部局のあ 

らゆる事業や施策について、地域の歴史や文化の特性を反映させていくよう本構想・計画によって強 

く働き掛けていきます。 

   

⑴ 松本市総合計画 

 本計画は、将来の都市像やまちづくりの基本目標などを示す、松本市のまちづくりの根幹とな 

る計画です。松本市が策定する計画の最上位に位置するものであり、分野別の個別計画の策定に際

しては、総合計画との整合が図られることとなっています。 

本市は、将来の都市像として、「健康寿命延伸都市・松本」を掲げ、「人」、「生活」、「地域」、 

「環境」、「経済」、「教育・文化」の６つの健康づくりを目指しており、また、平成２８年度からは

「生きがいの仕組みづくり」に取り組んでいます。 

   本計画では、まちづくりの基本目標として「ともに学びあい人と文化を育むまち」を掲げ、基 

本構想では「薫り高い松本の文化を礎に、人と人とのつながりが深まり、自ら行動する未来の担 

い手が育つよう、豊かな人間性を育むまちづくり」を目指しています。基本計画では、施策の体 
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系の中で政策の方向を「歴史・文化遺産を守り、生かすまち」と定め、「本市の歴史・文化遺産に

触れ、その価値を学ぶことで、かけがえのない財産を、一人ひとりが担い手となって次代へ引き継

いでいくことができるまちをつくります」としています。更に、その中で基本施策（個別目標）と

して、「歴史・文化資産保護・活用の推進」と「城下町まつもとにふさわしいまちづくり」を設け

ています。 

計画の期間は、基本構想を１０年間、基本計画を５年間とし、見直しをしています。 

なお、まちづくりの基本施策を実現するための個別の事務事業については、３年を計画期間と 

して毎年度見直しをしながら策定する実施計画により、別に提示しています。 

平成２３年度から平成２７年度までを計画期間とする第９次基本計画から、松本市歴史文化基 

本構想の策定を位置付けています。 

  

⑵ 松本市教育振興基本計画 

   本計画は、教育基本法に基づく地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的 

な計画であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）に基づ 

く「松本市教育大綱」に位置付けられています。また、松本市総合計画における教育・文化に関 

する個別計画としての性格を有しています。 

本計画は、基本的な考え方と方向性について定める基本構想と、施策の具体的な方策を定める 

基本計画により構成されています。 

基本構想では、「学都松本」として目指すまちの姿として、「学び続けるまち」、「共に学ぶまち」、 

「次代に引き継ぐまち」を掲げています。基本計画では、基本施策として「歴史・文化遺産の保護

と活用」を掲げ、「松本まるごと博物館構想の推進」、「博物館事業の推進」、「松本城の保存・整備

と活用」の３項目を設けています。 

計画の期間は、基本構想を１０年間、基本計画を５年間とし、見直しを行っています。 

平成２４年（２０１２年）３月に策定した「松本市教育振興基本計画」において、松本市歴史文

化基本構想の策定を位置付け、平成２９年度から３３年度までを計画期間とする「第２次松本市教

育振興基本計画」で継承しています。 

 

⑶ 松本まるごと博物館構想 

 長野県は「博物館王国」といわれるほど博物館の数が多く、東京都に次いで２番目に多い都道 

府県といわれています。 

松本市においても、本市が設置した博物館施設は２１館を数え、市内各地に分散しています。 

中でも１１０年余の歴史を持つ松本市立博物館は、地方博物館としては全国でも最も古い歴史を持

つ博物館のひとつとして知られています。そのほか、日本浮世絵博物館など民間が経営する博物館

もあります。 

 こうした市内各地に博物館施設が点在する松本市の特性に鑑み、更に豊かな自然環境や各地の 

文化財、産業等の遺産との連携を視野に入れた「松本まるごと博物館構想」を平成１２年 

（２０００年）に策定しました。「松本まるごと博物館構想」は、１９７１年にフランスで生まれ

たエコミュージアムの概念を取り入れたもので、松本市という空間を「屋根のない博物館」とみな

し、自然環境や文化遺産を現地で保存して活用するとともに、生活環境や景観、文化、産業等を一

体として捉え、特徴ある地域のまちづくり等に寄与することを目的に策定したものです。この構想



第１章 

6 

 

は、文化財保護の理念を示したものですが、文化財をその周辺環境を含めて保存活用するという意

味において、歴史文化基本構想の目指す姿と一致しており、本市の文化財保護行政の先進性を示す

ものです。 

松本市歴史文化基本構想は、松本まるごと博物館構想の理念を具現化するための構想として位 

置付けます。 

 

   ［松本市が設置している博物館及び博物館類似施設一覧］ 

所 管 課 施 設 名 

博物館 松本市立博物館、重要文化財旧開智学校、松本民芸館、松本市立考古博物館、

松本市はかり資料館、松本市旧司祭館、旧制高等学校記念館、窪田空穂記念館、

重要文化財馬場家住宅、松本市歴史の里、松本市時計博物館、 

松本市山と自然博物館、松本市高橋家住宅、松本市四賀化石館、 

松本市安曇資料館 

美術館 松本市美術館、松本市梓川アカデミア館 

教育政策課 山辺学校歴史民俗資料館、松本市科学博物館 

文化振興課 鈴木鎮一記念館 

公園緑地課 アルプス公園小鳥と小動物の森 

 

⑷ 松本市都市計画マスタープラン 

  松本市では、平成１７年４月に四賀村、安曇村、奈川村、梓川村と合併したことに伴い、松本市

総合計画及び第２次松本市国土利用計画に基づき、平成２２年（２０１０年）３月に「松本市都市

計画マスタープラン」を策定しました（平成２２年３月の波田町合併に伴い、平成２５年３月に計

画を一部改定）。 

  本計画は、松本市の都市計画に関する基本的な方針を示すもので、今後の都市づくりに関する個

別・具体的な都市計画の決定や見直しの際の法的根拠となるものです。 

  本計画では、松本市の将来都市像を「ゆとりと活気にあふれる、自然共生都市」とし、都市づく

りの目標と基本方針が設定されており、その実現に当たっての「都市づくりの目標」として「子供

からお年寄りまでが安心して暮らせる都市づくり」、「美しい環境を大切にする、持続可能な都市づ

くり」、「活力ある地域産業を育む都市づくり」、「市民・地域の連携・協働による都市づくり」が掲

げられています。特に「活力ある地域産業を育む都市づくり」の中には、基本方針として「自然や

豊富な観光資源を結ぶネットワークづくり」と「歴史文化資源を活かした魅力ある観光のまちの形

成」が位置付けられています。 

計画期間は、国勢調査年次である平成１７年（２００５年）を基準年とし、平成３７年（２０２５

年）までの２０年間としています。 

 

⑸ 松本市地域づくり実行計画 

  本計画は、松本市が目指す地域の姿と、その実現のために、松本市が何を大切にし、今後、どの

ような取組みを進めていくかを示した計画です。 

  平成２４年（２０１２年）に策定した第１次計画は、超少子高齢型人口減少社会の進展等の社会
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情勢の変化に伴い、地域コミュニティにおいて増大し、複雑化する地域課題を住民が主体となって

解決していくための仕組みを確かなものとし、住民主体の地域づくりを進める「地域システム」と

これを支援する「行政システム」の再構築等を計画的に進めることを目的として策定しました。こ

の第１次計画に基づき、市内３５地区に市地域づくりセンターが設置されました。 

  第１次計画の策定から５年が経過した平成２９年（２０１７年）、地域づくりを進める体制が各

地区で整ってきたことから第１次計画の内容を見直し、計画の重点を「組織体制の整備」から「具

体的な課題解決の仕組みづくり」へとシフトさせた第２次計画を策定しました。 

 

⑹ 松本市歴史的風致維持向上計画 

本計画は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０号）に

基づき、歴史文化を活かした景観形成による住環境の向上、伝統行事や伝統文化の保存継承等、文

化財を活かしたまちづくりを目指し策定したもので、平成２３年（２０１１年）６月に主務大臣（文

部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）の認定を受けました。 

 この計画に基づき、教育委員会と市長部局が連携して、重点区域に指定した中心市街地におい 

て、歴史的風致の向上に努めています。 

松本市では、歴史文化基本構想に先行して、松本市歴史的風致維持向上計画を策定しましたが、

歴史文化基本構想は松本市の文化財保護に関するマスタープランであり、文化財保存活用地域計画

はその内容を含むことから、松本市文化財保存活用地域計画を松本市歴史的風致維持向上計画の上

位計画として位置付けます。  

 

 



第１章 

8 

 

４ 歴史文化基本構想策定の流れ・体制 

⑴ 策定までの流れ3 

松本市歴史文化基本構想の策定作業は、平成２５年度から平成２９年度まで、５年をかけて行い  

ました。 

  それぞれの年度で行った作業の概要は、次のとおりです。 

  

ア 平成２５年度～２７年度   

   地区ごとの文化財調査 

   地区ごとの関連文化財群の設定 

  

イ 平成２８年度 

   地区で設定した関連文化財群の整理・統合作業 

  

ウ 平成２９年度 

   平成２５年度からの各作業の結果を基に「松本市歴史文化基本構想」を策定 

 

 

 

                                                   
3 それぞれの年度の取組みの詳細は第４章参照 
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⑵ 歴史文化基本構想策定のための組織 

松本市歴史文化基本構想の策定に当たっては、策定の進捗にあわせ、以下の組織を設置しました。 

    

  ア 松本市歴史文化基本構想策定庁内検討委員会（以下「庁内検討委員会」という。） 

歴史文化基本構想策定に係る庁内の意見集約を図るため、関係部局の長により設置した組織で 

す。庁内検討委員会の中には、幹事会を置き、事前の意見集約を図りました。 

 

  イ 松本市歴史文化基本構想文化財調査実行委員会（以下「実行委員会」という。） 

    地区ごとに実施する文化財悉皆調査、関連文化財群の設定に当たっては、各地区で文化財の 

調査組織を設置しました。市内の歴史文化に関する事象をくまなく把握し、調査方法や関連文 

化財群の考え方などについて情報の共有を図り、各取組みを円滑に進めることを目的に設置し、 

市内３５地区で組織した各文化財調査組織の代表者３５名からなる委員会です。 

     

  ウ 松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会（以下「設定委員会」という。） 

    松本市歴史文化基本構想の策定に当たり、保存活用に対する要望や後述の作業部会で行った

整理・統合作業の更なる検討等を行うため、市内を６ブロックに分け、ブロック代表者と有識者、

行政関係者で組織しました。 

  また、各地区で設定した関連文化財群の松本市全体での整理・統合作業を行うため、設定委員

会の下部組織として、松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会作業部会（以下「作業部

会」という。）を設けました。 

 

実行委員会の事務局並びに設定委員会及び作業部会の庶務は教育部文化財課が、庁内検討委員 

会及び幹事会の庶務は建設部都市政策課と教育部文化財課が担い、各組織の運営や各取組みの実 

施、構想の策定など、事業主体として業務を行いました。 

 

⑶ 各組織の位置付け 

前述の各組織の位置付けと松本市歴史文化基本構想策定までの流れは以下のとおりです。 
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⑷ 検討経緯 

開催日 委員会等 主な内容 

H24年度 策定のための準備 ・地域づくり課・中央公民館・各地区公民館などへ協力依頼 

H25. 3.13 松本市文化財審議委員会 ・歴史文化基本構想の策定について 

4.16 定例庁議 ・歴史文化基本構想の策定について 

H25. 7. 4 第１回 庁内検討委員会 
・歴史文化基本構想の策定について 

・歴史文化基本構想策定の進め方の検討 

26 
第１回 庁内検討委員会 

幹事会 

・歴史文化基本構想の策定について 

・策定に進め方について 

10.29 第１回 実行委員会 ・文化財調査の進捗状況等の報告 

H26. 2. 4 中間報告会 
・歴史文化基本構想について（概説） 

・田川地区・中山地区・奈川地区の事例報告 

5.23 第２回 実行委員会 ・文化財調査の進捗状況等の報告 

6.30 第２回 庁内検討委員会 
・平成２５年度の進捗状況の報告 

・平成２６年度の取組みについての検討 

 7. 8 第３回 実行委員会 
・文化庁主催 平成２６年度「歴史文化基本構想」研修会の松本市開催につ

いて 

11. 5 定例庁議 ・文化庁主催平成２６年度「歴史文化基本構想」研修会の受け入れについて 

14 第４回 実行委員会 

・文化庁主催 平成２６年度「歴史文化基本構想」研修会について（報告） 

・平成２６年度松本市歴史文化基本構想文化財調査中間報告会の開催につ

いて 

27 

   ～ 28 

文化庁主催平成26年度 

「歴史文化基本構想」研修会 
・自治体担当者対象 （会場：松本市） 

H27. 2. 2 中間報告会 
・歴史文化基本構想の策定とこれからのまちづくりについて 

・四賀地区の事例報告 

5.19 第５回 実行委員会 ・関連文化財群の設定について 

8. 4 第３回 庁内検討委員会 
・平成２６年度までの進捗状況の報告 

・平成２７年度の取組みについての検討 

11.27 第６回 実行委員会 
・関連文化財群の設定について 

・波田地区・安曇地区の事例発表 

    12.22 松本市文化財審議委員会 

・進捗状況の報告 

・松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会への委員の推薦につい

て 

H28. 1.28 松本市教育委員会 ・松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会の設置について 

 3. 1 第７回 実行委員会 
・平成２５年度からの取組の成果について  

・作業部会及び設定委員会へのブロック代表者の選出  

 9 第１回 設定委員会 ・平成２５年度からの経過説明 

    17 松本市教育委員会 ・松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会の開催結果について 

 5.25 第１回 作業部会 ・悉皆調査で出された文化財の現地確認 

 7.29 第２回 作業部会 ・関連文化財群の整理・統合  

 8.23 第３回 作業部会 
・関連文化財群の整理・統合 

・歴史文化基本構想シンポジウムについて 

 9.17 
松本市歴史文化基本構想 

シンポジウム 

・西山 徳明 北海道大学観光学高等研究センター長の基調講演 

・３地区で設定した関連文化財群の発表 

・パネルディスカッション 

10.20 第４回 作業部会 
・関連文化財群の整理・統合 

・関連文化財群の名称について 

11.11 第５回 作業部会 
・関連文化財群の整理・統合 

・関連文化財群の名称について 

24 公民館主事研修会 ・作業部会の整理・統合案に対する意見の照会を依頼 

12. 6 公民館長会理事会 ・作業部会の整理・統合案に対する意見の照会を依頼 
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開催日 委員会等 主な内容 

21 第６回 作業部会 ・地区から出された意見の検討 

H29. 2. 6 
第２回 庁内検討委員会 

幹事会 

・策定作業の進捗状況の報告 

・今後の進め方についての検討 

14 第４回 庁内検討委員会 
・策定作業の進捗状況の報告 

・今後の進め方についての検討 

22 第７回 作業部会 
・これまでの取組みの総括 

・文化財保護に必要な支援策の要望 

 3.14 第２回 設定委員会 ・進捗状況の報告 

   16 松本市教育委員研究会 ・歴史文化基本構想策定事業の進捗状況について 

29 定例庁議 ・歴史文化基本構想策定事業の進捗状況について 

 5.23 第３回 設定委員会 
・松本市歴史文化基本構想 報告会について 

・松本市歴史文化基本構想の内容の検討 

 8. 3 第４回 設定委員会 
・松本市歴史文化基本構想 報告会について 

・松本市歴史文化基本構想の内容の検討 

 9.10 
松本市歴史文化基本構想 

報告会 

・これまでの取組みの経過報告 

・菊池健策 東京文化財研究所客員研究員の基調講演 

・文化財保存・活用活動に関する事例報告と意見交換 

10.30 文化庁との協議 ・松本市歴史文化基本構想の記載内容について 

11.24 
第３回 庁内検討委員会 

幹事会 
・松本市歴史文化基本構想（案）について 

29 第５回 庁内検討委員会 ・松本市歴史文化基本構想（案）について 

12.21 松本市教育委員協議会 ・松本市歴史文化基本構想（案）について 

26 松本市文化財審議委員会 ・松本市歴史文化基本構想（案）について 

27 臨時検討会議 ・松本市歴史文化基本構想（案）について 

H30. 1. 9 定例庁議 ・松本市歴史文化基本構想の策定について 

17 市議会教育民生委員協議会 ・松本市歴史文化基本構想の策定について 

19 第５回 設定委員会 ・松本市歴史文化基本構想（案）について 

22 

 ～ 20 
パブリックコメント  

24 文化庁との協議 ・松本市歴史文化基本構想（案）について 

 2.22 松本市教育委員協議会 ・松本市歴史文化基本構想の策定について 

   3.16 第６回 設定委員会 ・松本市歴史文化基本構想の策定について 

   20 定例庁議 ・松本市歴史文化基本構想の策定について 

    23 松本市文化財審議委員会 ・松本市歴史文化基本構想の策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成２６年度 中間報告会 平成２７年度 シンポジウム 
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⑸ 各組織の名簿等 

ア 松本市歴史文化基本構想文化財調査実行委員会 名簿 

 役 職 氏名・地区名 組織名等 

１ 委員長  浅輪 守弘 田川地区歴史文化委員会 

２ 副委員長 遠山 重治 入山辺公民館（入山辺町内公民館長会・山辺歴史研究会） 

３ 

委 員 

第一地区 第一地区公民館歴史文化調査委員会 

４ 第二地区 第二地区文化財調査実行委員会 

５ 第三地区 第三地区公民館 

６ 東部地区 東部地区歴史委員会 

７ 城北地区 城北地区文化財保存委員会 

８ 中央地区 中央地区文化財調査委員会 

９ 安原地区 安原地区公民館 

10 城東地区 城東公民館 

11 白板地区 白板探検隊 

12 庄内地区 庄内地区公民館 

13 鎌田地区 鎌田地区公民館 

14 松南地区 松南地区公民館 

15 島内地区 島内地区歴史文化財調査委員会 

16 中山地区 中山歴史文化基本構想策定協力委員会 

17 島立地区 島立地区文化財調査実行委員会 

18 新村地区 新村地区文化財保存会 

19 和田地区 和田地区文化財調査委員会 

20 神林地区 神林地区文化財調査委員会 

21 笹賀地区 笹賀地区文化財調査委員会 

22 芳川地区 芳川歴史研究会 

23 寿地区 寿史談会 

24 寿台地区 寿台町会連合会理事会 

25 松原地区 松原地区文化財調査委員会 

26 岡田地区 岡田地区文化財調査委員会 

27 里山辺地区 里山辺地区文化財調査委員会 

28 今井地区 今井地区文化財調査実行委員会 

29 内田地区 内田公民館 

30 本郷地区 本郷地区歴史文化基本構想策定検討委員会 

31 四賀地区 四賀地区歴史文化委員会 

32 安曇地区 安曇地区文化財調査委員会 

33 奈川地区 奈川歴史文化調査隊 

34 梓川地区 梓川公民館・梓川地区町内公民館長会 

35 波田地区 波田地区文化財調査委員会 

事務局 教育部 
生涯学習課・中央公民館（各地区公民館を含む。） 

文化財課 

（注１） それぞれの地区の組織の代表者で実行委員会は組織されました。 
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（注２） 各組織の拠点として、各地区公民館が文化財調査の事務を行いました。 

（注３） 生涯学習課・中央公民館は、地区ごとに行った文化財調査や関連文化財群設定の際に、各地区公民館を地区での

取組みの拠点として位置付けたことによるものです。 

 

イ 松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定作業部会及び設定委員会 

(ｱ) 代表者選出のためのブロック分け 

 ブロック名 地  区 

１ 中央ブロック 
第一地区、第二地区、第三地区、城東地区、東部地区、中央地区、城北地区、 

安原地区 

２ 中央西ブロック 白板地区、田川地区、鎌田地区、島内地区、島立地区、新村地区 

３ 北東部ブロック 入山辺地区、里山辺地区、岡田地区、本郷地区、四賀地区 

４ 南東部ブロック 庄内地区、中山地区、寿地区、寿台地区、内田地区、松原地区 

５ 南西部ブロック 松南地区、和田地区、神林地区、笹賀地区、芳川地区、今井地区 

６ 西部ブロック 安曇地区、奈川地区、梓川地区、波田地区 

（注） 作業部会・設定委員会の委員は、平成２５年度から各地区で行った文化財調査・関連文化財群設定に携わった  

  方の中から、各ブロックに含まれる地区ごとの話し合いにより選出されました。 

 

(ｲ) 松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会作業部会 名簿 

 氏 名 ブロック 所属の地区 

１ 矢野 喜世登 
中央ブロック 

安原地区 

２ 横沢 徳人 第一地区 

３ 浅輪 守弘 中央西ブロック 田川地区 

４ 野本 道夫 
北東部ブロック 

本郷地区 

５ 小岩井 俊忠 里山辺地区 

６ 御子柴 宏 
南東部ブロック 

寿地区 

７ 小林 征也 中山地区 

８ 原 勝美 
南西部ブロック 

今井地区 

９ 村田 正幸 芳川地区 

10 百瀬 光信 
西部ブロック 

波田地区 

11 有馬 正敏 安曇地区 

庶務 教育部文化財課 

（注） 松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定作業部会に参加している１～２名の各ブロック代表者のうち、１名 

   が松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会へ委員として参加しました。 

 

(ｳ) 松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会  名簿 

 役 職 氏 名 所属等 備 考 

1 委員長 後藤 芳孝 松本城管理事務所 松本市文化財審議委員会  

2 副委員長 原 勝美 南西部ブロック（今井地区） 地区住民代表者 

3 
委員 

矢野 喜世登 中央ブロック（安原地区） 〃 

4 浅輪 守弘 中央西ブロック（田川地区） 〃 
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5 野本 道夫 北東部ブロック（本郷地区） 〃 

6 御子柴 宏 南東部ブロック（寿地区） 〃 

7 百瀬 光信 西部ブロック（波田地区） 〃 

8 三石 稔 
日本民俗学会員・ 

長野県民俗の会代表 
松本市文化財審議委員会  

9 白鳥 勲 
長野県教育委員会 文化財・生涯学習課主任指

導主事（平成２７・２８年度） 
行政関係 

10 下島 浩伸 
長野県教育委員会 文化財・生涯学習課主任指

導主事（平成２９年度） 
〃 

11 オブザーバー 藤本 慎也 
文化庁 文化財部伝統文化課 文化財保護調整

室 室長補佐（平成２８年度） 
〃 

12 庶務 教育部文化財課 

 

ウ 松本市歴史文化基本構想策定庁内検討委員会 

  巻末資料「松本市歴史文化基本構想策定庁内検討委員会設置要綱」参照 

 

５ 文化財保存活用地域計画作成の流れ・体制 

⑴ 作成までの流れ（平成３０年度） 

文化財保護法の改正を受け、松本市歴史文化基本構想へ文化財保存活用地域計画に必要な事項  

を追加、修正し、松本市文化財保護審議委員会、まつもと文化遺産保存活用協議会で検討を行っ 

た。 

 ⑵ 地域計画作成のための組織 

  ア 庁内検討委員会（再掲） 

庁内の意見集約を図るため、関係部局の長により設置した組織です。庁内検討委員会の中には、  

幹事会を置き、事前の意見集約を図りました。 

  イ まつもと文化遺産保存活用協議会（以下「協議会」という。） 

    松本市歴史文化基本構想に基づく歴史文化を活かしたまちづくりを推進するため、まつもと

文化遺産の認定や保存活用策の検討等を行う協議会として、文化財所有者、地域住民代表者、

NPO や商工・観光関係団体の代表者及び行政関係者で組織しました。 

 

庁内検討委員会及び幹事会の庶務は建設部都市政策課と教育部文化財課が、協議会の庶務は教  

育部文化財課が担い、事業主体として業務を行いました。 

 

 ⑶ 検討経緯 

開催日 委員会等 主な内容 

H30.9.25 松本市文化財審議委員会 ・松本市歴史文化基本構想の地域計画化について 

12.18 松本市文化財審議委員会 ・松本市文化財保存活用地域計画（仮称）案について 

H31. 1.17 
まつもと文化遺産保存活用協

議会 
・松本市文化財保存活用地域計画（案）について 

   21 
第４回 庁内検討委員会 

幹事会 
・松本市文化財保存活用地域計画（案）について 

2. 4 文化庁との協議 ・松本市文化財保存活用地域計画（案）について 

 5 第６回 庁内検討委員会 ・松本市文化財保存活用地域計画（案）について 

13 定例庁議 ・松本市文化財保存活用地域計画の策定について 
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開催日 委員会等 主な内容 

20 第７回 庁内検討委員会 ・松本市文化財保存活用地域計画の策定について 

   21 定例教育委員会 ・松本市文化財保存活用地域計画の策定について 

3. 1 定例庁議 ・松本市文化財保存活用地域計画の策定について 

 7 市議会教育民生委員協議会 
・松本市歴史文化基本構想の見直しに伴う文化財保存活用地域計画の策定

について 

3.13 松本市文化財審議委員会 
・松本市歴史文化基本構想の見直しに伴う文化財保存活用地域計画の策定

について 

 

 ⑷ 組織の名簿 

   まつもと文化遺産保存活用協議会  名簿 

 役 職 氏 名 所属等 備 考 

1 会長 後藤 芳孝 松本城管理事務所 松本市文化財審議委員会  

2 副会長 赤羽 元秀 松本商工会議所中小企業振興部長 商工関係団体 

3 

委員 

有馬 正敏  地域住民代表 

4 大谷 宥秀 牛伏寺副住職 文化財所有者 

5 倉澤 聡 都市計画家  

6 寺沢 健 浅間温泉観光協会理事 観光関係団体 

7 永野 和大 信州大学梅干野研究室大学院生 地域住民代表 

8 花岡 由梨 中町商店街振興組合副理事長 商工関係団体 

9 原 勝美  地域住民代表 

10 丸山 貞壽 松本古城会事務局長 NPO 

11 山本 桂子 新松本物語プロジェクト 観光関係団体 

12 

オブザーバー 

岡本 公秀 文化庁地域文化創生本部文化財調査官  

13 村上 佳代 文化庁地域文化創生本部文化財調査官  

14 下島 浩伸 
長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課 

主任指導主事 
 

15 
関係行政機

関代表 
 

地域づくり課長、文化振興課長、商工課長、観光

温泉課長、都市政策課長、松本城管理事務所長、

博物館長 

 

16 庶務 教育部文化財課 

 



第２章 

16 

 

第２章 松本市の概要 

１ 自然的環境 

⑴ 位置 

本市は、長野県のほぼ中央部西側に位置し、東は上田市等、西は岐阜   

県高山市、南は塩尻市、岡谷市等、北は安曇野市、筑北村等にそれぞれ  

接しています。 

松本市は、昭和２９年（１９５４年）に周辺１３村と合併し、同４９  

年（１９７４年）には本郷村と合併しました。平成１７年（２００５年）  

には、四賀・安曇・奈川・梓川の４村と、平成２２年（２０１０年）に 

は波田町と合併して、面積９７８．４７平方キロメートルとなり、長野 

県内では最も広い市域となりました。 

 

⑵ 地形 

松本市は東西５２．２キロメートル、南北４１．３キロメートル、西に北アルプス、東に美ケ原

高原の山岳を配し、それらに続く山地丘陵地と本州中央部を横断する糸魚川－静岡構造線に沿って

南北に伸びる松本盆地の一部として発達してきました。 

    松本盆地はその大きさでは、南北約５０キロメートル、東西約１０キロメートル、面積は約４８０

平方キロメートルで、内陸盆地としては日本第一級の規模をもっています。 

また、北アルプスは起伏の多い急峻な地形となっており、標高３，０００メートル以上の山が９ 

座あり、これは全国で最も多い数値となっています。標高の最高点は奥穂高岳の３，１９０メート 

ル、最低点は島内犀川の約５５５メートルです。 

地質は、松本盆地のほぼ中心を南北に走る糸魚川－静岡構造線をはさんで、西側は山岳部を中心 

にフォッサマグナ以前の中・古生代（６,５００万年前～４億年前）の堆積岩や花こう岩などの硬 

い岩盤からできています。一方東側は、フォッサマグナの海に堆積した砂岩・泥岩・凝灰岩などの

新しく比較的軟らかな岩石が主体となっています。 

   松本市街地は標高６００メートルの等高線が円形に取り囲んでおり、ここに向かって梓川・奈 

良井川・鎖川・田川・女鳥羽川・薄川などの河川が

流れ込み、洪水時などに運ばれた砂礫によって扇状

地が形成されています。これらの扇状地は互いに重

なっていて、古い扇状地の上に新しい扇状地が形成

され、複合扇状地が形成されています。これら扇状

地の形成の時期は、今から２万～５万年前の更新世

後期と考えられており、ほとんどが現行河川による

ものです。 

    松本盆地一帯は一大地下水盆となっており、県内

で最も恵まれた地下水賦存地帯を形成しています。

低平部には多くの池状湧泉が存在し、田川と奈良井

川にはさまれた出川、鎌田、笹部、征矢野、高宮よ

り両島、渚に至る地域や薄川及び女鳥羽川周辺の筑

摩、源地、深志、清水などでも多くの泉水が湧出し

長野県松本市の位置 

松本市内の代表的湧泉とその史跡 
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ています。松本盆地には１８０～１９３億トンの地下水があると推計されています。 

この豊富な地下水は、城下町が形成される以前から生活用水として使用され、古くから市民の生 

活に密着し、現在も活用されています。松本平では周囲の山並みや清流など豊かな自然がもたらす 

恵みがこの地方の産業や文化の礎となっています。 

また、高い山々の稜線と平坦地の田畑、集落の眺めが対照的であり、特徴のある山岳景観や農村 

景観を形成しています。 

 

⑶ 気候 

    松本市の気候は、日較差、年較差ともに大きい内陸性中央高地型気候で、湿度が低く、さわやか

な体感を覚えるとともに、空が澄み、長い日照時間に恵まれていることが特徴です。年平均気温

１１．８度、年間の降水量は１，０３１ｍｍ、平均湿度は７０％弱、日較差は年間を通じて１０度

以上、年較差は３６．３度（１９８１～２０１０年の平均値）と長野県内の都市の中で最も大きく

なっています。夏は朝晩過ごしやすいものの、日中は３０度を超える真夏日が続き、冬は放射冷却

現象により朝方の冷え込みが厳しく、氷点下１０度を下回ることもあります。 

    市域でも、標高の高い上高地や白骨温泉、乗鞍高原、野麦峠などでは、亜寒帯湿潤気候で、冬は

最低気温が氷点下２０度を下回り寒さが厳しいところです。 

 

 

 

２ 社会的環境 

 ⑴ 人口・世帯数の推移 

松本市の人口は、平成３０年（２０１８年）２月１日時点で、人口２４０，２４５人、世帯数  

１０４，２４５世帯となっています。これまでは、市町村合併等により増加傾向にありましたが、 

超少子高齢型人口減少社会の進展により、今後、人口は減少していくと予想されています。人口増 

加が困難な状況にある中で、将来を見据えた、産業の育成、雇用の創出、魅力あるまちづくりなど 
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資料：気象庁 
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の施策を積極的に展開し、定住人口と交流人口の増加に努めていく必要があります。 

 

［松本市の世帯数・人口の推移］ 

 

 

  ［人口の将来推計］ 
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資料：松本市情報政策課「毎月人口異動調査結果報告」「国勢調査報告」 

資料：実数地は松本市情報政策課「毎月人口異動調査結果報告」「国勢調査報告」、 

推計値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」 
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⑵ 交通 

 松本周辺には、古代律令制の下で整備された官道の一つである東山道が通っており、国府が置 

かれていました。 

 中世においては、松本周辺では「鎌倉街道」の名称は見られませんが、鎌倉への道は塩尻峠か 

ら諏訪を経由する道（近世の甲州街道）と、保福寺峠から塩田経由の道（旧東山道）の二つが使 

われたようです。 

 近世になると、松本城の城下町として現在の中心市街地の基盤が形成され、善光寺街道、野麦 

街道、千国街道が交わる交通の要所として、信濃国の経済の中心となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治に入ると鉄道の敷設が始まり、明治３５年（１９０２年）に篠ノ井線が、同４４年（１９１１年）

に中央東線・西線の全線が開通し、松本は鉄路によって全国各地と結ばれました。 

また、大糸線は、大正５年（１９１６年）には松本・信濃大町間が開通しましたが、全線開通 

となるには昭和３２年（１９５７年）までかかりました。更に、新村の上条信が発起人となり、  

大正９年（１９２０年）に筑摩鉄道株式会社が設立され、大正１１年（１９２２年）には上高地 

方面に向かう人々の重要な足として筑摩鉄道（現上高地線）が島々駅まで開通しました。現在は、 

アルピコ交通上高地線となっています。大正１３年（１９２４年）には松本駅前から浅間温泉を 

結ぶ浅間線（路面電車）が開通しました。浅間線は自動車の増加に伴い、昭和３９年（１９６４ 

年）に廃線となりました。 

高速自動車道の整備は、中央自動車道の高井戸・小牧間は昭和５７年（１９８２年）に、岡谷か 

ら更埴までの長野自動車道は平成５年（１９９３年）に全面開通し、松本インターチェンジから全 

国の高速道路網に接続するようになりました。 

昭和４０年（１９６５年）には県営松本空港が開港し、昭和５７年から松本・大阪間の定期運航 

が始まります。平成６年（１９９４年）に松本空港の拡充整備を完了しジェット機の離着陸が可能 

となり、平成２９年（２０１７年）１２月現在では、札幌便毎日１便、福岡便毎日２便、大阪便は 

８月に毎日１便が運航しています。また、平成１７年（２００５年）には、初の海外からの国際 

チャーター便（香港・松本）が運航して以降、平成２９年度までに１３５便の国際チャーター便が 

 

主な街道と宿場町 
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運航されました。長野県は、平成２８年（２０１６年）６月に信州まつもと空港の発展・国際化に 

向けた取組方針を策定し、信州まつもと空港の機能強化を図っています。 

 そして現在は、松本市から福井市までを結ぶ高規格幹線道路である中部縦貫自動車道の整備が 

進められています。また、松本市と糸魚川市を結ぶ地域高規格道路の設置の検討も進められ、全国

から松本市へのアクセスの利便性が大幅に高まりつつあり、交流人口の拡大が図られています。 

 

⑶ 観光 

  松本市は、国宝松本城を中心とした市街地、上高地、乗鞍高原、美ケ原、白骨温泉や浅間温泉、

美ケ原温泉といった温泉地等、豊富な観光資源を有する、長野県内でも有数の観光地です。 

  市内の主要観光地の入り込み客数は上高地が最も多く、過去５年間は１２０～１４０万人で推移

しており、本市のシンボルである松本城は９０～１００万人で推移しています。 

魅力ある観光地を多数有している本市ですが、近年、入り込み客数は減少傾向にあります。今後

は、観光客の多様化するニーズや時代の変化を的確かつ柔軟に捉え、豊富な観光資源を活用した

個性的で魅力あるまちづくりが必要になっています。 

近年は、フランスの観光ガイド「ミシュラン」で「３つ星」として紹介されている兼六園、五箇

山白川郷、高山、松本城を有するエリアをつなぐ街道として位置付けた「北陸・飛騨・信州３つ星

街道」協議会に平成２８年（２０１６年）から参加し、主にインバウンドによる誘客を図っていま

す。また、札幌市、鹿児島市、松本市が連携し、空路により３都市を来訪する外国人観光客の更な

る増加を図る「超広域観光ビジット３」に平成２８年（２０１６年）から取り組んでいます。 

 

［入り込み観光客数の推移］ 

 

⑷ 産業 

 松本の城下町は善光寺街道沿いの本町、中町、東町の親町三町では、旅籠などの宿場町の機能 

や、商品流通の拠点として多くの品目を扱う問屋や仲買が軒を連ね、親町以外の枝町十町には桶 

屋、屋根屋、紺屋など職人が多く住み手工業生産に従事していました。 

 明治になると、外貨獲得のための主要な輸出品目である生糸を生産する製糸工場が現市域の各 
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（千人） 

資料：松本市観光温泉課「平成23年度松本市観光動向調査報告書」 

及び長野県山岳高原観光課「観光地利用者統計調査」 
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地に建設されます。明治２０年代に入り諏訪に工場があった片倉製糸が松本に進出し、城下町の 

南東部に隣接する清水に市内最大の製糸工場を建設し、これにより市街地が広がりました。 

 また、明治４２年（１９０７年）には東京蚕業講習所夏秋蚕部が松本に誘致され、蚕業試験場松

本支所、蚕糸試験場松本支場ほかに名称が変更となりますが、平成２０年（２００８年）まで存続

しました。製糸・養蚕業の隆盛を受け、大正３年（１９１４年）に日本銀行松本支店が設置されて

います。 

 更に、明治４１年（１９０６年）の歩兵第五十連隊の誘致や、昭和２５年（１９５０年）の陸上

自衛隊松本駐屯地（当時は警察予備隊松本部隊）の誘致、太平洋戦争下における南松本周辺への軍

需工場の誘致によって、近代工業化が進み市街地が拡大していきました。 

  昭和３９年（１９６４年）に松本・諏訪地区が内陸で唯一の新産業都市に指定されたことを契機

に、電機・機械・食料品などの業種を中心に発展し、平成に入ってからは、ソフトウェア産業も進

展してきました。また、自然素材と伝統的な技術を継承して作られる家具や楽器製造、豊富な湧水

と澄んだ空気を活かした味噌や、酒造りなどが伝統産業としてあります。 

  

⑸ 教育 

松本では、江戸時代は松本藩の藩士やその子弟が学ぶ藩校として崇教館が設置され、また庶民 

が学ぶ寺子屋の数は、東筑摩・西筑摩郡両域の約４割近くが城下町を中心とする松本市域に集中し

ていました。 

  近代になると、廃仏毀釈により廃寺となった寺院などを校舎に転用し、学制発布前から学校の設

置が積極的に進められました。明治５年（１８７２年）には藩主戸田氏の菩提寺だった全久院跡を

校舎として筑摩県学を設置し、翌年には改修して開智学校を開校します。開智学校は明治９年

（１８７６年）に文明開化の風潮を受けて擬洋風建築の校舎が新築され、当時としては全国的に見

ても高い就学率を誇りました。なお、この建設費の約７割は住民の寄付によって賄われており、現

在は国宝に指定されています。 

その後も師範学校、医学校、中学校などが次々と設置され、大正８年（１９１９年）には全国で

９番目の高等学校に当たる松本高等学校が開校しました。松本高等学校のバンカラな気風は松本の

文化に影響を与えました。また現存する松本高等学校校舎は、重要文化財に指定され、現在は社会

教育施設として活用されています。 

 現在の松本市は、学校教育のみならず、社会教育・生涯学習の実践が盛んに行われ、教育を尊 

重した人づくりをする気風が継承され、今日に至っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国宝旧開智学校校舎 重要文化財旧松本高等学校本館 
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⑹ 公民館と地域づくり  

戦後、勤労青年たちの学習の場として発足した神田塾や深志学院、地方の文化水準の向上を目指

して設立された松本読書会は、戦後の松本の社会教育に大きな功績を残しました。戦後のこれらの

団体での学習活動や、青年団の学習活動、婦人会活動に見られる女性たちの学習活動を受け継ぎ、

松本の生涯学習は広がっていきました。 

公民館は、戦後になり民主主義を基盤にした  

新しい社会の実現のため、住民による自主的な学

習によって地域づくりを実践していこうという意

図により設置されたものですが、松本市において

もいち早く昭和２２年（１９４７年）に松本市公民

館を設置しています。 

  「はじめに住民の学習ありき」という運営方針の

もとに、外部講師による新たな「知識」を提供する

講座の開催よりも、地域の課題を市民自らが考え

解決に向けて協働して取り組むという「知恵」を育

て実践することを松本市の公民館活動としてきま

した。こうした活動は、「松本の公民館活動の歩み 

は、日本の公民館史の中でも一つの典型的な歩みと実践を創り出してきた。」4と評価されています。 

昭和３４年（１９５９年）からは地区公民館に地区推薦の公民館長（非常勤）と公民館主事（正

規職員）が配置され、昭和５１年（１９７６年）には社会教育主事の資格を持つ者を専門職（公民

館主事）として位置付けました。 

現在は、最も新しい地区である松原地区の整備を最後に、平成２２年度に市内３５地区に３５ 

館の地区公民館が設置され、更に町会等が指定運営する５００近い町内公民館があり、全国的にも

屈指の公民館数を誇っています。 

   加えて、平成２７年度からは、地域における課題を解決するため、市内３５地区に地域づくりセ

ンターを設置し、各地区の福祉ひろばや公民館と連携した松本独自の地域づくりを行っています。  

こうした本市の公民館活動や地域づくりは、地域に市民主体の社会教育が根を張る要因となり、

今回の松本市歴史文化基本構想を策定する上でも、大きな推進力となりました。 

 

⑺ 土地利用 

    松本市の土地利用は、山林が６０パーセント以上を占め、道路水路等が約２２パーセント、農用

地（田と畑）が８．７パーセント、宅地が５．１パーセントなどとなっており、経年的には宅地が

増加し、農用地が減少する傾向が見られます。都市計画は昭和２年（１９２７年）１月に都市計画

区域の決定がなされ、その後の近隣町村との合併を経て現在では市域の約３１パーセントが都市

計画区域となっています。昭和４６年（１９７１年）５月に区域区分を実施し、以降６回の定期見

直しにより、平成２９年（２０１７年）４月１日現在で、市街化区域が４，００８ヘクタールで行

政区域の約４．１パーセント、人口の約６８パーセントが居住しています。人口減少・少子高齢化

                                                   
4  「日本公民館史のなかの典型的な創造の歩み」小林文人（和光大学教授、前日本社会教育学会会長）『松本市公民館活動

史～住民とともに歩んで５０年』 松本市中央公民館 平成１２年 より 

寿公民館の地域探検学習 

－寿小学校児童参加－ 
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が進展する中、コンパクトで機能的な集約型都市構造の実現による持続可能な都市形成を目指し

ています。 

    更に本市は、超少子高齢型人口減少社会を見据えた持続可能なまちづくりを推進するため、

歩いて暮らすことのできる集約型都市構造を具現化する仕組みとして、平成２９年  

（２０１７年）３月「松本市立地適正化計画」を策定しました。 

 

３ 松本の歴史 

⑴ 旧石器時代から古墳時代の松本 

 松本市域に、人が暮らし始めたのを確認できるのは、今から約１４，０００年から１３，０００

年前の旧石器時代のことで、この時代の石器が市内で採集されています。人々の暮らした跡を発掘

調査によってはっきりと確認できていないため、当時の様子は判然としません。 

   縄文時代になると、市内にも数多くの遺跡が確認されるようになります。縄文時代は、今から約

１３，０００年から２，３００年前までの１万年

以上続いた時代で、松本市内の東側山麓を中心

に、集落の跡が発掘調査によって明らかにされ、

当時の生活が垣間見えてきました。 

   市内の代表的な遺跡としては、坪ノ内遺跡（中

山地区）、小池遺跡（内田・寿地区）、縄文時代後・

晩期のエリ穴遺跡（内田地区）などがあげられま

す。このうち、エリ穴遺跡からは、この時期の耳

飾りが２，６００点以上と、全国最多の出土量で、

祭祀の際に使われたと思われる人の顔を表現し

た土版（人面付土版）も出土しています。 

    弥生時代は、約２，３００年から１，７００年前の約６００年間で、松本市内では、弥生時代初

期の遺跡はわずかしか確認されておらず、その頃のものとして、針塚遺跡（里山辺）の再葬墓出土

弥生土器が松本市重要文化財となっています。弥生時代では、中期以降の集落の跡が主に確認され

ており、代表的な遺跡として、百瀬遺跡や、銅鐸の破片が出土した宮渕本村遺跡などが挙げられま

す。 

    古墳時代は３世紀中頃から７世紀頃までを

いい、前期（３世紀中頃～４世紀）、中期（５

世紀）、後期（６～７世紀）に区分されます。

現在、松本市では１６０基ほどの古墳が確認さ

れています。 

   ３世紀末頃の築造とされる弘法山古墳は、東

日本でも最も古い古墳のひとつであり史跡に

指定されています。墳形は前方後方墳であり、

石室上から東海系の土器が出土したことから、

被葬者は東海地方との関連が指摘されていま

す。弘法山古墳の鏡などの出土品は長野県宝に

指定されています。４世紀前半には弘法山古墳と隣接する棺護山にある中山３６号墳があります

 

 

エリ穴遺跡の耳飾り 

史跡弘法山古墳 
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が、その後５世紀後半まで松本地域では古墳が見られません。 

    ５世紀後半になると再び古墳が築造されるようになり、代表的なものとしては針塚古墳（長野県

史跡）や、金銅製天冠を含む出土品が長野県宝に指定された桜ヶ丘古墳などがあります。 

    後期になると市内各地に多くの古墳が造られるようになりますが、主なものとして南方古墳は

盗掘を免れ、大量の副葬品が出土し松本市重要文化財に指定されています。また、中山地区では６

世紀後半から７世紀にかけて丘陵一帯に古墳が築

造され、その数は明治初年には８０余基といわれ

ており、中山古墳群として松本市特別史跡に指定

されています。 

    ７世紀中頃からは奈良井川西岸に開発の手が入

り、集落が形成されるようになりますが、その開発

を主導したと考えられる有力者の古墳が新村地区

に築かれ、そのひとつである秋葉原第１号古墳（松

本市特別史跡）は８世紀に入ってから築造されて

います。 

 

⑵ 奈良・平安時代の松本 

奈良・平安時代は、律令制度による国家体制の整備が行われた時代ですが、それに伴い畿内から

各地の国府を結ぶ官道が設置されました。松本には東国各地を結ぶ東山道が通っていました。 

また、郷里制による行政区画では、現在の松本市域は筑摩郡と安曇郡が置かれ、１０世紀前半に

編纂された『倭名類聚抄』には「信濃国在筑摩郡

…」と書かれており、小県郡にあったとされた信

濃国府はこの頃までに筑摩郡に移されたと考え

られます。国府の所在地は、これまで惣社、大村、

筑摩などが候補地に挙げられ、発掘調査をして

きましたが、まだ確定できていません。東山道の

ルートに近いと推定される県町遺跡では、東日

本では多賀城跡に次ぐ量の緑釉陶器片が出土し

ており、松本が東山道における重要な拠点であった

ことをうかがわせます。 

また、当時は軍事や輸送のため馬が重要であったことから、国家が馬の管理をするようになり

「御牧」が設置されます。「御牧」は信濃に始まり上野、甲斐、武蔵など東国の各地に広げられ、

都などに軍馬を供給しました。『延喜式』には信濃に四カ国中最多の１６の御牧が置かれたことが

記されており、筑摩郡には埴原牧と大野牧があったといわれています。埴原牧は現在の中山、寿、

内田、塩尻市片丘周辺、大野牧は波田、安曇、山形村周辺が想定されています。 

松本周辺を含む信濃国全体に見られる傾向ですが、それまで継続して繁栄してきた集落が一部

の拠点的集落を除き、１０世紀前半に一斉に衰退あるいは消滅し、９世紀末から１０世紀になると

それまで集落がなかった場所で新たに集落が営まれるようになります。その原因は自然災害など

が考えられますが、よく分かっていません。 

「長良私印」（松本市重要文化財三間沢川左岸遺跡出土銅印）が出土した三間沢川左岸遺跡は、

 

 

松本市特別史跡秋葉原第１号古墳 

県町遺跡出土品（緑釉陶器片） 
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９世紀中頃から１０世紀末まで１５０年継続し突如消滅

した集落ですが、計画的に配置された水路など都市計画的

に設計された集落であり、中央勢力が初期荘園を経営した

集落ではないかと考えられています。 

   平安時代になると、建立の年代は判然としないものの、

市内の山麓に寺院が建立され始めます。牛伏寺の木造十一

面観音及両脇侍立像（重要文化財）を始めとした仏像群、

放光寺の木造十一面観音立像（長野県宝）、旧海岸寺の木

造十一面千手観音立像（長野県宝）といった仏像彫刻はこ

の時期のものです。 

 

⑶ 中世の松本 

   鎌倉時代には、国ごとに守護が置かれ、荘園や公領

には地頭が置かれました。信濃国守護は、最初は比企

氏でしたが、後に北条氏に代わりました。鎌倉幕府が

倒れ北条氏が滅びると、小笠原氏が信濃国守護となり、

井川の館（史跡井川城跡）を本拠地として信濃国を治

めました。小笠原氏は信濃国守護でしたが、その支配

地は主に松本から南信地方に限られ、ほかの地域は在

地の有力武士（国人）が勢力を張っていました。そのた

め、応永７年（１４００年）には、守護として赴任し

た小笠原長秀に対し、各地の国人が反抗し大塔合戦が

起き、長秀が守護を解任されています。また、小笠原

氏内部で相続を巡る争いが起き、小笠原家は２つに分

かれ、府中（松本）と伊那をそれぞれ本拠地としまし

た。府中の小笠原氏の本拠地は、その後戦乱が激しく

なる１５世紀後半には、平地の井川の館から林（大嵩

崎）に移り、山城である林大城（史跡）を構えていま

す。 

    戦国時代には、市域東部の山にあった、小笠原氏の林

大城（史跡）、林小城と、桐原城、山家城、埴原城（以

上、長野県史跡）などの山城が修築されました。 

天文１７年（１５４８年）、小笠原長時が守護の時、甲

斐（現在の山梨県）の武田晴信（信玄）が信濃国に攻め

入ってきました。長時は塩尻峠で武田方と戦い、敗れま

す。天文１９年（１５５０年）、武田勢が松本に攻め込ん

でくると、小笠原勢は戦わずして敗走し、本拠地の林城

は周囲の城とともに落城しました。武田信玄は府中に入

ると、それまで小笠原勢の島立氏が拠っていた深志城を

本拠地として修築しました。その後、武田氏が織田信長との戦いに敗れ滅びると、府中は織田勢の

 

 

 

井川城跡空撮 

林城（大城・小城）遠景 

松本市重要有形文化財  

三間沢川左岸遺跡出土銅印 

 

重要文化財筑摩神社本殿 
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支配下となりましたが、間もなく織田信長も本能寺の変で殺されてしまいます。その際、小笠原長

時の子の貞慶が信濃国に攻め入り、かつての領地を取り返し深志城に入りました。貞慶は城の名を

松本城と改め、これ以降、松本の地名が用いられるようになりました。 

小笠原氏は筑摩神社を厚く信仰し、筑摩神社本殿（重要文化財）や、神宮寺だった旧安養寺の銅

鐘（松本市重要文化財）を寄進しました。また、徳雲寺跡（松本市特別史跡）は、現在の山辺地区

の有力武士であった山家為頼が、雪村友梅を招いて開創したと伝えられています。現在の梓川地区

の有力武士であった西牧氏に関係した文化財として、大宮熱田神社本殿・大宮熱田神社若宮八幡宮

本殿（ともに重要文化財）、釈迦堂の釈迦如来坐像（松本市重要文化財）などがあります。 

平成２０年（２００８年）に１５世紀代の築造と推定

される石垣が出土した殿村遺跡は、当初この地域を支配

した会田氏の居館ではないかと考えられていましたが、

９年間に及ぶ発掘調査や、文献その他周辺の地名調査な

どから背後の虚空蔵山を中心とした巨大な信仰空間で

ある可能性が高いことが判明しつつあります。古代の東

山道の支道、近世には善光寺街道沿いに面した交通の要

衝であり、今後この地域の歴史文化的特質を明らかにす

ることができると期待されています。 

 

⑷ 近世の松本 

    豊臣秀吉が天下を統一すると、小笠原氏は関東に移され、

代わって石川数正が松本を統治しました。数正は天正１９年 

（１５９１年）に城普請に着手し、その子康長が城普請を継

ぎ、文禄２～３年（１５９３～１５９４年）には天守、乾小

天守が築造されました。 

    石川氏以降、松本藩を治めた藩主は、６家２３代で、その

時の石高は以下のとおりです。 

石川氏  （１５９０～１６１３）    ２代８万石 

小笠原氏（１６１３～１６１７）    ２代８万石 

戸田氏  （１６１７～１６３３）  ２代７万石 

松平氏  （１６３３～１６３８）  １代７万石 

堀田氏  （１６３８～１６４２）  １代１０万石 

（内松本７万石） 

水野氏  （１６４２～１７２５）  ６代７万石 

戸田氏  （１７２６～１８７１）  ９代６万石 

転封・改易などで藩主が代わるたびに所領に変動があった

ものの、松本藩の石高表現は、廃藩置県まで藩主であった戸

田氏の石高を用い、６万石としています。小笠原氏より後の

城主は、松平氏に代表されるように、徳川家と関係の深い藩

主が置かれています。 

 

 

殿村遺跡の石垣 
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⑸ 城下町の形成 

    本格的な城下町建設は小笠原貞慶が着手し、その後城主となっ

た石川康長が松本城天守（国宝）等の築造、郭内外への侍屋敷の配

置を行うなど、更なる城下町の整備を行いました。その際、城下の

護りとして、城下町の東西南北の出入口に十王堂が設置されたよ

うです。現在ではいずれの十王堂も跡地を残すだけとなっていま

すが、東の出入口であった山辺小路に設置された十王堂が、少し東

に場所を移して残っており往時を偲ばせています。十王堂に祀ら

れている十王像などの諸仏と石造地蔵菩薩立像は松本市重要文化

財に指定されています。 

完成した城下町の各所には、食い違いや鉤の手、袋小路といっ 

た防御のための工夫がなされています。また、町人が住む地域と 

武士の住む地域は厳格に区分され、境界には時代によって異なりますが３０カ所前後の木戸が設

けられていました。その結果、武士の大部分は郭内と城北一帯に暮らし、町人は女鳥羽川より南側

の一帯と善光寺街道沿いに暮らすことになりました。 

    城下町には、女鳥羽川を境として、

川南の総鎮守として深志神社、川北の

総鎮守として岡宮神社が置かれてい

ました。深志神社は信濃守護小笠原氏

が井川の館を本拠としていたときに

武神として勧請した宮村大明神と、慶

長１９年（１６１４年）に鎌田から遷

された天満宮の２社を祀った神社で

す。深志神社は女鳥羽川以南の町人町

にあり、「天神様」として親しまれ、神

輿の巡行や町人による舞台の曳航が

盛大に行われました。岡宮神社は、松本城の鬼門除けとして勧請された神社です。 

    また、周辺の集落では、集落の護りとして辻や村境に道祖神が祀られました。道祖神碑は、十王

によって護られている城下町の中には見られず、周辺集落に特徴的な石造物です。城主の移封によっ

てもたらされたと考えられる習俗も多く残されています。七夕行事を例にとると、人形を飾る習慣

は城下町から始まり、周辺集落へも広がっていき、周辺集落からは、小麦粉を使った儀礼食が城下

町に伝わりました。このことからも分かるように、近世の城下町と周辺集落は交流が盛んで、相互

に影響し合う空間でした。 

 

⑹ 近代の松本 

    松本藩最後の藩主となったのは戸田家９代の光則で、明治２年（１８６９）の版籍奉還により、

松本藩主から松本藩知事となりました。朝廷への帰順が遅れた光則は、新政府の神道国教化の方針

に従い、廃仏毀釈を積極的に行った結果、藩内の寺院１８０カ寺のうち１４０カ寺が廃寺となり、

多くの仏像や什物が廃棄されました。その際、廃仏毀釈の難を逃れるため、城下町の念来寺から幕

府領である和田の西善寺へと阿弥陀如来坐像及両脇侍立像（松本市重要文化財）などの仏像が運ば

 

 

松本市重要文化財 

餌差町十王堂の諸仏 

松本市重要文化財松本城下絵図（享保十三年秋改） 
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れています。 

   明治４年（１８７１年）、廃藩置県によって松本藩が廃され、松本県が置かれましたが、すぐに

全国的に府県の改廃が行われ、松本県に代わって中南信と岐阜県高山地方を範囲とする筑摩県が

誕生しました。筑摩県の県庁は松本に置かれ、松本城二の丸御殿が県庁舎として使われました。し

かし、明治９年（１８７６年）にこの庁舎が

火災で焼失すると、中南信地方は長野県に、

高山地方は岐阜県に合併され、筑摩県は廃止

されました。 

廃藩置県により政治の場としての機能を失っ

た松本城天守は、明治５年（１８７２年）に売

りに出され、取壊しの危機にさらされること

となりました。この時、下横田町の副戸長をし

ていた市川量造らは、松本城天守を会場とし

た筑摩県博覧会を開催し、その収益や、人々か

らの寄附などによって、松本城天守を買い戻

し、破却の危機から救いました。 

    破却を免れたものの、松本城は、天守の荒廃が進みました。当時、松本城二の丸跡に校舎があっ

た松本中学校の校長小林有也はその姿を憂い、有志とともに天守閣保存会を設立して、明治３６年

（１９０３年）年から大正２年（１９１３年）にかけて、松本城天守の修理工事を行い荒廃から天

守を守りました。 

    一方、総堀や外堀の一部は埋め立てられ、新たな町として人々が住み始めました。明治４０年 

（１９０７年）には、市制施行により松本町が松本市となり、初代市長に小里頼永が就任しました。

その後、小里は連続３０年間にわたり市長を務め、国宝市長とも呼ばれました。 

    近代化の中で教育にも力が注がれ、市内に

は廃寺となった寺院を活用して多くの学校が

開校しました。開智学校も、元は戸田家菩提

寺の全久院の跡地を利用して開校していま

す。その後、大正期には旧松本高等学校が誘

致されるなど、松本は教育熱心な地域となり

ました。 

    また、松本の人々は、進取の精神に富み、

近代化を受けて松本の城下町の景観は大きく

変貌しました。その中で、擬洋風建築や看板

建築の商家などの近代的な建物や、旧松本区

裁判所庁舎（重要文化財）、旧第一勧業銀行松本支店（登録有形文化財）などが建築されました。 

 

  ⑺ 松本市域の変遷 

    明治４０年（１９０７年）５月１日に市制を施行し、松本市は平成２９年（２０１７年）で市制

施行１１０周年を迎えました。市制施行から、平成２２年（２０１０年）３月３１日に波田町が合

併されるまで、近隣の町村との合併を繰り返しながら現在の市域を形成してきました。 

 

重要文化財旧松本区裁判所庁舎 

 

明治３０年頃の松本城天守（松本市立博物館蔵） 
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    市域変遷の主な経過は次のとおりです。 

     

合併年月日 経過 
合併後 

面積（㎢） 

明治 22年(1889 年)4月  1日 松本町が発足  

明治 40年(1907 年)5月  1日 市制施行 12.17 

大正 14年(1925 年)2月  1日 松本村を合併 18.80 

昭和 18年(1943 年)4月  1日 中山村神田地区と合併 19.87 

昭和 29年(1954 年)4月  1日 島内村、中山村、島立村と合併 61.71 

昭和 29年(1954 年)8月  1日 
新村、和田村、神林村、笹賀村、芳川村、寿村、岡田村、入山辺村、

里山辺村、今井村と合併 
214.85 

昭和 35年(1960 年)4月  1日 塩尻市片丘区内田と合併 226.14 

昭和 36年(1961 年)4月  1日 塩尻市片丘区崖の湯地区と合併 226.20 

昭和 49年(1974 年)5月  1日 本郷村と合併 264.30 

昭和 57年(1982 年)4月  1日 塩尻市の一部を合併（空港東） 264.60 

平成 17年(2005 年)4月  1日 四賀村、安曇村、奈川村、梓川村と合併 919.35 

平成 22年(2010 年)3月 31 日 波田町と合併 978.47 
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４ 現代の松本の文化 

⑴ 民芸運動 

  「民芸」は、柳宗悦が大正期に無名の職人によって作られた日常雑器の中に美を見出し、理論化

し提唱した美術運動です。白樺派の同人だった柳宗悦たちの思想は信州の教師に影響を与え、これ

を支持する教師たちは「信州白樺派」と呼ばれました。 

 松本は、江戸末期から作られた帳場箪笥が松本箪笥として知られていましたが、それに加え明治

時代には一閑張りなどの家具生産が盛んになりま

した。しかし、家具生産は大正末期から昭和初期を

ピークに衰退します。信州には柳宗悦らと交流を

した歴史があり、松本周辺には有能な木工や染織

の作家が多く、戦後松本市は、民芸による地場産業

の復興を計画します。 

  昭和２１年（１９４６年）には日本民芸協会長

野県支部が発足します。柳の薫陶を受けた丸山太

郎は昭和３７年（１９６２年）に「松本民芸館」を

開館しました。同じく池田三四郎はバーナード・

リーチの指導で家具を製作販売し、現在「松本民芸家具」として知られています。三代澤本寿は型

絵染の作家として活躍し、商業デザイン等に大きな影響を与え、今でも市内の至る所で目にします。 

  「民芸の街」松本に、全国からものづくりを志す若者が集まるようになり、柳から影響を受けた

地元の作家たちは、そうした若者を受け入れ、技術を伝えました。 

 そして、松本の若い工芸作家たちによって、昭和６０年（１９８５年）「クラフトフェアまつも

と」が開始されました。平成２９年（２０１７年）で３３回を数え、全国でも歴史が古く、毎年５

月に開催されるこのイベントは初夏の風物詩として、全国から毎年５万人前後もの人を迎えていま

す。 

 

⑵ 新産業都市 

昭和３８年（１９６３年）７月、松本諏訪地区新産業都市指定が内定しました。このときは全国

で１３地区が内定し、そのうち松本諏訪地区は唯一内陸部に立地することで注目されています。産

業の地域格差を解消することが新産業都市建設促進法の主旨でしたが、実質は巨額な国の資本を期

待する新たな産業の拠点づくりでした。松本市では降旗徳弥市長を先頭に積極的な誘致運動を行い、

指定実現に至りました。指定を受けた松本諏訪地区には、南は茅野市から北は大町市に至る６市３

郡１７町村が含まれていました。新産業都市の指定は、新たな松本づくりの太い骨格の一つになり

ました。 

 

松本箪笥 




